
高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、高松市伝統的ものづくり振興条例（平成２６年高松市条

例第２４号。以下「条例」という。）で定める本市の伝統的ものづくりにお

ける振興に関する基本理念に掲げる本市の伝統的ものづくりを担う人材の確

保及び育成を図る観点を踏まえ、伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組

む事業者及び産地組合に対し、予算の範囲内で高松市伝統的ものづくり後継

者育成支援奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することに関し必要な

事項を定めることにより、本市の伝統的ものづくりの後継者の育成及び技

術・技法の伝承を支援し、もって本市の伝統的ものづくりの発展と振興に寄

与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 伝統的ものづくり  条例第２条第１号に規定するもの（盆栽を除く。）

をつくり出すことをいう。  

(２ ) 事業者  主たる事業として伝統的ものづくりに係る製品を自らつくり

出す事業を行う者をいう。  

(３ ) 産地組合  伝統的ものづくりに関して、一定の事業所数及び出荷額を

有し、まとまった活動を継続的に実施することが可能である事業協同組合

をいう。  

（奨励対象者）  

第３条  奨励金の交付の対象となる者（以下「奨励対象者」という。）は、本

市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な

技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合

的な支援を行うことができる者であって、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。   

(１ ) 事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であるこ

と。  



ア  市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川

県が認定する伝統的工芸品指定製造者である者  

イ  国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であっ

て、市内に本社（個人の場合にあっては、住所）を有する者  

ウ  市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統

的ものづくりの後継者の育成及び技術・技法の伝承を支援する者として

産地組合から推薦を受けた者  

(２ ) 産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関

する活動を行っている者であること。  

ア  香川漆器  

イ  庵治産地石製品  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨励対象

者としない。  

(１ ) 第８条の規定による交付の申請の日（以下「交付申請日」という。）

の属する年度において、第４条第１項各号に掲げる事業の区分と同一の

区部において、既に本奨励金の交付を受けている者（次条第１項ただし

書の規定に該当することにより、交付申請日の属する年度において、奨

励金の交付の対象となる事業 (以下「奨励対象事業」という。 )に該当し

ないこととなった事業に係る技術指導を受ける者以外の者を技術指導を

受ける者として交付の申請をしようとする者を除く。）  

(２ ) 奨励対象事業と同一の事業に対して、本市、国、県その他各種団体等

からこの要綱に定める補助金とは別の補助金の交付を受けた、又は受ける

予定の者  

(３ ) 交付申請日において、納期の到来した本市の市税を滞納している者  

(４ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

次条第２項において「不当行為防止法」という。）第２条第２号に規定す

る暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を

有する者  

(５ ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該



営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する

「接客業務受託営業」を行う事業者  

(６ ) 政党その他の政治団体  

(７ ) 宗教上の組織又は団体  

(８ ) 法人格のない任意団体  

(９ ) 交付申請日において高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松市告

示第４０３号）に基づく指名停止措置が講じられている者  

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が奨励金を交付することが適当でない

と認めた者    

（奨励対象事業）  

第４条  奨励対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定

める事業のいずれかに該当する事業とする。ただし、奨励対象事業として当

該技術指導を開始した月から起算して通算３６月を越えることとなる月以後

の期間においては、奨励対象事業としない。（次の第１号及び第２号に掲げ

る事業の区分に応じ定める事業から、第３号に掲げる事業の区分に応じ定め

る事業に移行する場合は除く。）  

(１ ) 直接技術伝承型  前条第１項第１号の規定に該当する事業者が、次の

アからエまでに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的もの

づくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業  

ア  今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する

者として、活動を続ける強い意欲を有する者  

イ  奨励対象事業に原則として３月以上かつ１月当たり２５時間以上、継

続して参加することのできる者  

ウ  奨励対象者（法人の場合にあっては、代表者及びその役員）の３親等

以内の親族でない者  

エ  奨励対象者に雇用されていない者  

(２ ) 産地組合技術伝承型  前条第１項第２号の規定に該当する産地組合が、

組合員（それぞれの産地組合の定款等において定められている組合員であ

る者をいう。以下同じ。）との共同により、次のアからエまでに掲げる要



件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつく

ることに関し技術指導を行う事業  

  ア  今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する

者として、活動を続ける強い意欲を有する者  

イ  奨励対象事業に原則として３月以上かつ１月当たり２５時間以上、

継続して参加することのできる者  

ウ  技術指導を行う産地組合の組合員（法人の場合にあっては、代表者及

びその役員）の３親等以内の親族でない者  

エ  技術指導を行う産地組合の組合員に雇用されていない者  

(３ ) 直接雇用型  前条第１項第１号の規定に該当する事業者であって、雇

用する従業員数が５人以下のものが、次のアからエまでに掲げる要件のい

ずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくること

に関し技術指導を行う事業  

ア  今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する

者として、活動を続ける強い意欲を有する者  

イ  奨励金の交付申請日において、満４０歳未満（この条で定めるところ

により通算３６月間における継続申請中に満４０歳を超えることとなる

場合を除く）である者  

ウ  交付申請日以降に、奨励対象者との間で雇用関係がある者  

エ  奨励対象者（法人の場合にあっては、代表者及びその役員）の３親等

以内の親族でない者  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対して、伝

統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う場合は、奨励

金の交付の対象としない。  

(１ ) 不当行為防止法第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定す

る暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者  

(２ ) 前号に掲げる者のほか、市長が奨励金を交付することが適当でないと

認めた者  

（奨励対象経費）  



第５条  奨励金の交付の対象となる経費（以下「奨励対象経費」という。）

は、前条に規定する事業の実施に必要な経費であって、次の各号に掲げる

事業の区分に応じ、当該各号に定める経費に該当する経費とする。ただ

し、その消費税及び地方消費税に相当する額は、奨励対象経費に含まない

ものとする。  

(１ )直接技術伝承型  技術指導に要した材料費等  

 (２ )産地組合技術伝承型  技術指導を実施した産地組合の組合員に対する謝

金として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額  

 (３ )直接雇用型  前条第１項第３号に定める者に対して支払う賃金 (一月当

たりの賃金の支払いの額が１０万円を越える場合に限る。）  

（奨励金の額等）  

第６条  奨励金の額は、直接技術伝承型又は産地組合技術伝承型の場合にあっ

ては５万円、直接雇用型の場合にあっては１０万円に技術指導を行う月数を

乗じて得た額を上限とする。  

 （事前の登録）  

第７条  奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交

付申請日の前の市長が定める日までに、市長に対し市長が別に定める方法に

より、事前の登録の申込みをしなければならない。  

２  市長は、前項の規定による事前の登録の申込みを受けたときは、その内容

を審査し、事前の登録の可否を決定し、当該申請者に対し、市長が別に定め

る方法により、その旨を通知するものとする。  

 （交付の申請）  

第８条  前条第２項の規定による通知を受けた申請者は、高松市伝統的ものづ

くり後継者育成支援奨励金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。  

(１ ) 技術指導計画書（様式第２号）  

(２ ) 誓約書（様式第３号）  

(３ ) 技術指導を受ける者の履歴書  

(４ ) 申請者が行っている事業の概要が分かる書類（定款、パンフレット等）  



(５ ) 交付申請日において、納期の到来した申請者の本市の市税に係る滞納

無証明書  

(６ ) その他市長が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第９条  市長は、前条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、その内

容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、奨励金の交付の適否を決定す

るものとする。  

２  市長は、奨励金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付するこ

とができる。  

（決定の通知）  

第１０条  市長は、前条の規定により奨励金の交付の適否を決定したときは、

申請者に対し、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付決定通知

書（様式第４号）又は高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金不交付

決定通知書（様式第５号）により、その決定の内容及び交付の決定の場合に  

あってはこれに付する条件を通知するものとする。  

（着手届及び完了届）  

第１１条  前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者（以下「奨励事

業者」という。）は、奨励対象事業に着手したときは高松市伝統的ものづく

り後継者育成支援奨励金事業着手届（様式第６号）を、当該事業が完了した

ときは高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業完了届（様式第７

号）を直ちに市長に提出しなければならない。  

（奨励対象事業の変更等）  

第１２条  奨励事業者は、奨励対象事業を変更（市長が認める軽微な変更を除

く。）しようとするときは、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金

変更交付申請書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。  

(１ ) 変更後の技術指導計画書（様式第２号）  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  



２  市長は、前項の奨励対象事業の変更の承認をしたときは、高松市伝統的も

のづくり後継者育成支援奨励金変更交付決定通知書（様式第９号）により当

該奨励事業者に通知するものとする。  

３  奨励事業者は、奨励対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、高

松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業中止（廃止）承認申請書

（様式第１０号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この

場合においては、第１０条の規定を準用する。  

４  奨励事業者は、奨励対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその

理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。  

（実績報告）  

第１３条  奨励事業者は、奨励対象事業が完了したときは、その日から起算し

て２０日を経過する日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業実績報告書（様式第１１

号）を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、

第４条第１項第３号に掲げる奨励対象事業については、１会計年度につき２

回、次項に定めるところにより市長に提出しなければならない。  

(１ ) 事業実施状況調（様式第１２号）  

(２ ) 奨励金の使用用途を確認することのできる書類の写し（第４条第１項

第２号に掲げる奨励対象事業に限る。）  

（３）  賃金を支払ったことを証明できる書類（第４条第１項第３号に掲げ

る奨励対象事業に限る。）  

（４）  出勤状態を証明できる書類  

（５）  その他市長が必要と認める書類  

２  前項ただし書の場合における市長への実績報告書の提出は、次に定めると

ころにより行うものとする。  

（１）４月から９月までの実績については９月３０日から起算して２０日以

内に提出するものとする。  

（２）１０月から３月までの実績については３月における補助対象経費に係

る賃金の支払い後、速やかに提出するものとする。  

 （交付指令）  



第１４条  市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、提出

を受けた書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、奨励金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを確認し、適合すると

認めるときは、奨励金の額を確定し、高松市伝統的ものづくり後継者育成支

援奨励金交付指令書（様式第１３号）により、当該奨励事業者に通知し、奨

励金を交付するものとする。  

２  前項の規定による通知を受けた奨励事業者は、奨励金の交付を受けようと

するときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。ただし、次条

の規定により奨励金の全額について、概算払いを受けている場合は、この限

りでない。  

 （概算払）  

第１５条  市長は、奨励金の交付決定を受ける日が属する年度の３月において、

当該奨励対象者に対し、奨励金の全部又は一部について条件を付して概算払

いによる奨励金を交付することができる。  

２  市長は、前項の規定により概算交付をしようとするときは、高松市伝統的

ものづくり後継者育成支援奨励金交付指令書（様式第１４号）により、当該

奨励対象者に通知するものとする。  

３  前項の規定による通知を受けた奨励対象者は、奨励金の概算交付を受けよ

うとするときは、所定の請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。  

（１）奨励金の使用用途を確認することのできる書類の写し（第４条第１項

第２号に掲げる奨励対象事業の場合に限る。）  

（２）前月までの賃金の支払いを証明できる書類（第４条第１項第３号に掲

げる奨励対象事業の場合に限る。）  

（３）前月までの社会保険料の支払いが証明できる書類（第４条第１項第３

号に掲げる奨励対象事業に限る。）  

（４）前月までの出勤状態を証明できる書類  

４  奨励対象者は、奨励金の概算交付を受けたときは、高松市伝統的ものづく

り後継者育成支援奨励金に係る奨励対象事業の実績報告書の提出をした日か

ら起算して５日以内（その期間の末日が民法（明治２９年法律第８９号）第



１４２条に規定する休日、土曜日又は１２月３１日に当たるときは、これら

の日の翌日を当該期間の末日とする。）に精算をし、交付を受けた奨励金の

額が確定した奨励金の額を超える場合は、その超える額を返還しなければな

らない。  

（決定の取消し及び奨励金の返還）  

第１６条  市長は、奨励事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１ ) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたと

き。  

(２ ) 奨励金を奨励対象事業以外の用途に使用したとき。  

(３ ) この要綱の規定に違反したとき。  

(４ ) 奨励金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反

したとき。  

(５ ) 奨励金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したと 

き。  

(６ ) 前各号に掲げる場合のほか、不正の行為があった場合等、市長が奨励

金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。  

２  市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合におい 

て、その取消しに係る部分に関し、既に奨励金を交付しているときは、期限

を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

（書類等の整備）  

第１７条  奨励事業者は、奨励事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証

拠書類を奨励対象事業が完了した日（奨励対象事業の廃止の承認を受けた場

合は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しておかなけ

ればならない。  

（検査等）  

第１８条  市長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は奨励対象事業等の状況について実地検査をさせることができる。  



２  奨励事業者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けな

ければならない。  

（委任）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

附  則  

この要綱は、令和６年７月２６日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第８条関係）  

 

年   月   日   

（宛先）高松市長  

   申請者  所 在 地               

             名  称               

             代表者職氏名               

               （個人にあっては、住所及び氏名）  

電話番号                 

E - m a i l               

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付申請書  

 

 年度において次のとおり高松市伝統的ものづくり後継者育成支援

奨励金（以下「奨励金」という。）の交付を受けたいので、高松市伝統的

ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱第８条の規定により、関係書類

を添えて申請します。  

 

 

奨 励 金 申 請 額                円※  

事 業 区 分   

技術指導を行う  

者の氏名  
 

技術指導を受ける

者の氏名  
 

着 手 ・ 完 了 予 定  

年 月 日  

着手予定年月日     年   月   日  

完了予定年月日     年   月   日  

添 付 書 類  

(１ )技術指導計画書（様式第２号）  

(２ )誓約書（様式第３号）  

(３ )技術指導を受ける者の履歴書  

(４ )申請者が行っている事業の概要が分かる書類

（定款、パンフレット等）  

(５ )交付申請日までに納期の到来した申請者の本

市の市税に係る滞納無証明書  

(６ )その他市長が必要と認める書類  



様式第２号（第８条関係）  

技術指導計画書  

※１  伝統的ものづくりの品目の欄は、技術指導の対象とする高松市伝統的

ものづくり振興条例第２条第１号に規定するもの（盆栽を除く。）の名称

を正しく記載してください。  

※２  到達目標の欄は、奨励対象事業の実施により得られるであろう成果を

踏まえ当該事業の実施後における技術指導を受けた者の方向性を記載して

ください。  

※３  技術指導の内容の欄は、スケジュール、指導内容、指導方法等を具体

的に記載してください。  

※４  経歴の欄は、指導に当たる者が有している資格（伝統工芸士等）、こ

れまでの実績（展示会出展歴や表彰歴等）等を記載してください。  

※５  技術指導に関する計画書その他詳細な資料があるときは、この計画書

に添えて提出してください。  

 

 

 

伝統的ものづくりの品目※１   

到 達 目 標 ※ ２  

技術指導の内容※３ 

 

指
導
者 

氏 名   

経 歴  

※ ４  

資  格  実  績  

  



様式第３号（第８条関係）  

 

年   月   日    

（宛先）高松市長  

      申請者  所 在 地               

             名  称               

             代表者職氏名               

               （個人にあっては、住所及び氏名）  

 

誓約書  

 

申請者は、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金の交付申請に

当たり、次の事項を誓約します。  

 

１  申請者は、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金の交付の申請

の日（以下「交付申請日」という。）において、納期の到来した本市の本

税を滞納している者ではありません。  

２  申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定

する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者ではありません。  

３  申請者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」

又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に

規定する「接客業務受託営業」を行う事業者ではありません。  

４  申請者は、政党その他の政治団体ではありません。  

５  申請者は、宗教上の組織又は団体ではありません。  

６  申請者は、法人格のない任意団体ではありません。  

７  申請者は、交付申請日において高松市指名停止等措置要綱（平成２４年

高松市告示第４０３号）に基づく指名停止措置が講じられている者ではあ

りません。  



８  申請者は、補助金の交付の申請をする事業と同一の事業について、本

市、国、県その他各種団体等から別の補助金を受けた、又は受ける予定の

者ではありません。  

９  申請者は、市長が、必要があると認め、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は補助事業等の執行状況について実地検査をさせるときは、これを

受けます。また、市監査委員から要求があるときはいつでも監査を受けま

す。  

10 申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。虚偽の記載や不正があ

った場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その取消

しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、その全部又

は一部を市の定めた期限までに返還します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係）  

 

高  第     号   

年   月   日   

 

       様  

 

高松市長              

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付決定通知書  

 

    年   月   日付けで申請のあった高松市伝統的ものづく

り後継者育成奨励金の交付については、次のとおり決定したので、高松市伝

統的ものづくり後継者育成奨励金交付要綱（以下「要綱」という。）第１０

条の規定により通知します。  

 

１  交付年度                年度  

２  奨励金交付予定額            円  

３  交付条件  

(１ ) この奨励金は、要綱に基づくもので、その目的以外に使用し

てはなりません。  

(２ ) 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、速やかに市

長の承認又は指示を受けなければなりません。  

ア  奨励対象事業の内容を変更しようとするとき（市長が認め

る軽微な変更の場合を除く。）。  

イ  奨励対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  

ウ  奨励対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその

遂行が困難となったとき。  

(３ ) 奨励事業者は、奨励対象事業が完了したときは、その日から

起算して２０日を経過する日又は当該年度の３月３１日のいず

れか早い日までに、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨

励金事業実績報告書（様式第１２号）に必要な書類を添えて市

長に提出しなければなりません。ただし、第４条第１項第３号

に掲げる奨励対象事業については、１会計年度につき２回、市

長に提出しなければなりません。  

(４ ) 市長が必要があると認め、当該職員に書類等の検査をさせ、又

は奨励対象事業の状況について実地検査をさせるときは、これ

を受けなければなりません。  

(５ ) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなけれ

ばなりません。  

(６ ) 要綱の規定に違反し、交付の決定の全部又は一部を取り消され

た場合で、その取消しに係る部分に関し、既に奨励金の交付を

受けているときは、当該奨励金を返還しなければなりません。  



様式第５号（第１０条関係）  

 

高  第     号   

年   月   日   

 

       様  

 

高松市長              

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金不交付決定通知書  

 

    年   月   日付けで申請のあった高松市伝統的ものづく

り後継者育成支援奨励金の交付については、交付をしないことに決定したの

で、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱第１０条の規定

により通知します。  

 

 交付をしない理由  

 

  



様式第６号（第１１条関係）  

年   月   日   

 

（宛先）高松市長  殿  

 

申請者  所 在 地 

名  称 

代表者職氏名 

（個人にあっては、住所及び氏名）  

 

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業着手届  

 

年  月  日付け高  第   号により奨励金の交付の決定の通知を受け

た奨励対象事業に次のとおり着手したので、高松市伝統的ものづくり後継者

育成支援奨励金交付要綱第１１条の規定により届けます。  

 

 

着 手 年 月 日 年   月   日 

完 了 予 定 年 月 日 
年   月   日 

そ の 他 
 

 

 

  



様式第７号（第１１条関係）  

年   月   日  

 

（宛先）高松市長  殿  

 

申請者  所 在 地 

名  称 

代表者職氏名 

（個人にあっては、住所及び氏名）  

 

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業完了届  

 

年  月  日付け高  第   号により奨励金の交付の決定の通知を受け

た奨励対象事業が次のとおり完了したので、高松市伝統的ものづくり後継者

育成支援奨励金交付要綱第１１条の規定により届けます。  

 

 

着 手 年 月 日 年   月   日 

完 了 年 月 日 
年   月   日 

そ の 他 
 

 

  



様式第８号（第１２条関係）  

 

年   月   日    

（宛先）高松市長  

申請者  所 在 地 

名  称 

代表者職氏名 

（個人にあっては、住所及び氏名）  

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金変更交付申請書  

 

    年   月   日付け高  第   号により奨励金の交付の決定の

通知を受けた奨励対象事業について、次のとおりその内容を変更したいの

で、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱第１２条第１

項の規定により、関係書類を添えて申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変 更 後 の  

奨 励 金 申 請 額  
円      

変 更 す る 事 項   

変 更 の  

内 容  

変 更 前   

変 更 後   

変 更 の 理 由   

変更後の着手・完

了 予 定 年 月 日  

着手年月日       年   月   日  

完了予定年月日     年   月   日  

添付書類  
(１ ) 変更後の技術指導計画書（様式第２号）  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  



様式第９号（第１２条関係）  

 

高   第     号    

年   月   日    

          様  

高松市長             

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金変更交付決定通知書  

 

    年   月   日付けで申請のあった奨励対象事業の変更につい

ては、次のとおり決定したので、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援

奨励金交付要綱（以下「要綱」という。）第１２条第２項の規定により通

知します。  

 

１  変更の内容  

２  交付年度                      年度  

３  変更後の奨励金の交付予定額              円  

４  交付条件  

(１ ) この奨励金は、要綱に基づくもので、その目的以外に使用し

てはなりません。  

(２ ) 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、速やかに市

長の承認又は指示を受けなければなりません。  

ア  奨励事業の内容を変更しようとするとき（市長が認める軽

微な変更の場合を除く。）。  

イ  奨励事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  

ウ  奨励事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行

が困難となったとき。  

(３ ) 奨励事業者は、奨励対象事業が完了したときは、その日から

起算して２０日を経過する日又は当該年度の３月３１日のいず

れか早い日までに、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨

励金事業実績報告書（様式第１２号）に必要な書類を添えて市

長に提出しなければなりません。ただし、第４条第１項第３号

に掲げる奨励対象事業については、１会計年度につき２回、市

長に提出しなければなりません。  

(４ ) 市長が必要があると認め、当該職員に書類等の検査をさせ、又

は補助事業の執行状況について実地検査をさせるときは、これ

を受けなければなりません。  

(５ ) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなけれ

ばなりません。  

(６ ) 要綱の規定に違反し、交付の決定の全部又は一部を取り消され

た場合で、その取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を

受けているときは、当該奨励金を返還しなければなりません。  



様式第１０号（第１２条関係）  

 

年   月   日   

（宛先）高松市長  

申請者  所 在 地 

名  称 

代表者職氏名 

（個人にあっては、住所及び氏名）  

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業中止（廃止）承認申請書 

 

    年   月   日付け高  第   号により奨励金の交付の決定の

通知を受けた奨励対象事業について、次のとおり中止（廃止）したいの

で、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱第１２条第３

項の規定により申請します。  

 

中 止 （ 廃 止 ） の 理 由  
 

 

中止（廃止）予定年月日  年     月     日  

中 止 の 場 合 の  

再 開 予 定 年 月 日  
年     月     日  

 

  



様式第１１号（第１３条関係）  

 

年   月   日   

（宛先）高松市長  

報告者  所 在 地 

名  称 

代表者職氏名 

（個人にあっては、住所及び氏名）  

 

 

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業実績報告書  

 

    年   月   日付け高  第   号により奨励金の交付の決定の

通知を受けた奨励対象事業について、高松市伝統的ものづくり後継者育成

支援奨励金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり関係書類を添え

て、実績報告をします。  

 

 

 

奨 励 金 の 額 円  

着 手 ・ 完 了  

年 月 日  

着手年月日        年   月   日  

完了年月日        年   月   日  

事 業 の 効 果   

添 付 書 類  

(１ ) 事業実績状況調（様式第１２号）  

(２ ) 奨励金の使用用途を確認することのできる書類

の写し（第４条第１項第２号に掲げる奨励対象事業

に限る。）  

(３ )賃金を支払ったことを証明できる書類（第４条第

１項第３号に掲げる奨励対象事業に限る。）  

(４ ) 出勤状態を証明できる書類  

(５ ) その他市長が必要と認める書類  



様式第１２号（第１３条関係）  

 

  事業実施状況調  

 

伝統的ものづくりの品目※１   

技術指導の実施内容※２ 

実施月  具体的取組内容（写真等を添付してください） 実施場所  

   

事業実施による成果※

３  

 

指導者からのコメント 

指導者氏名：  

 

今後の方向性※４ 

 

 

 

※１  伝統的ものづくりの品目の欄は、技術指導の対象とする高松市伝統
的ものづくり振興条例第２条第１号に規定するもの（盆栽を除く。）
の名称を正しく記載してください。  

※２  技術指導の実施内容の欄は、月ごとに技術指導の内容、指導方法等に
ついて、具体的に記載してください。  

※３  事業実施による成果の欄は、交付申請時に技術指導計画書（様式第２
号）に記載した到達目標に対しての事業の成果を記載してください。  

 ※４  今後の方向性の欄は、事業実施による成果を踏まえ、技術指導を受け
た者の今後の方向性を記載してください。   



様式第１３号（第１４条関係）  

 

高松市指令   第     号  

 

          様  

 

    年   月   日付けで申請のあった高松市伝統的ものづくり後

継者育成支援奨励金事業について、次のとおり条件を付けて奨励金として   

円を交付します。  

 

年   月   日    

 

高松市長             

 

１  この奨励金は、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交

付要綱に基づくもので、その目的以外に使用してはなりません。  

２  市長が必要であると認め、当該職員に書類等の検査をさせ、又は

奨励対象事業等の状況について実地検査をさせるときは、これを受

けなければなりません。  

３  市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければ

なりません。  

４  高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱の規定に

違反し、交付の決定の全部又は一部を取り消された場合で、その取

消しに係る部分に関し、既に奨励金の交付を受けているときは、当

該奨励金を返還しなければなりません。  

 

 

 

 

 



様式第１４号（第１５条関係）  

 

 高松市指令  第      号  

 

        様  

 

    年   月   日付けで申請のあった高松市伝統的ものづくり後

継者育成支援奨励金事業について、次のとおり条件を付けて奨励金として   

円を概算交付します。  

 

年   月   日  

 

                    高松市長  

 

１  この補助金は高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱に基

づくもので、その目的以外に使用してはなりません。  

２  補助事業に着手したときは高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金

事業着手届（様式第６号）を、当該奨励対象事業が完了したときは高松市伝

統的ものづくり後継者育成支援奨励金事業完了届（様式第７号）を直ちに市

長に提出しなければなりません｡  

３  次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受

けなければなりません。  

 申請書及び申請書に添付した書類の内容又は記載した事項を変更しよう

とするとき（市長が認める軽微な変更を除く。）  

 奨励対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  

 奨励対象事業が予定の期限までに完了しないとき、又はその遂行が困難

となったとき。  

４  奨励対象事業が完了したときは、速やかに高松市伝統的ものづくり後継者

育成支援奨励金に係る奨励対象事業の実績報告書（様式第１１号）を提出

しなければなりません。  



５  市長は必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は

奨励対象事業の執行状況について実地検査をさせます。  

６  市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければなりませ

ん。  

７  この奨励金は概算払であるので、高松市伝統的ものづくり後継者育成支援

奨励金に係る奨励対象事業の実績報告書の提出をした日から５日以内（その

期間の末日が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休日、

土曜日又は１２月３１日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末

日とする。）に精算をし、交付を受けた奨励金の額が確定した補助金の額を

超える場合は、その超える額を返還しなければなりません。  

８  高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱に違反した場合

は、交付の決定の全部又は一部を取り消し、その取消しに係る部分に関し、

既に奨励金を交付しているときは、当該奨励金の返還を求めます。  

 


